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【主　　文】
１　被告平塚金属は、別紙被告標章目録記載１及び

２の各標章を、自動車の内燃機関用ピストン若し

くはその包装に付し、又は自動車の内燃機関用ピ
ストン若しくはその包装にこれらの標章を付した
ものを販売し、又は輸出してはならない。

２　被告山商は、自動車の内燃機関用ピストン若し
くはその包装に別紙被告標章目録記載１及び２の
各標章を付したものを販売し、又は輸出してはな
らない。
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３　被告箱崎貿易は、自動車の内燃機関用ピストン
若しくはその包装に別紙被告標章目録記載１及び
２の各標章を付したものを販売し、又は輸出して
はならない。

４　被告らは、別紙被告標章目録記載１及び２の各
標章を付した自動車の内燃機関用ピストン若しく
はその包装、パンフレット、カタログ、ポスター
その他広告物を廃棄せよ。

５　被告平塚金属は、別紙被告標章目録記載１及び
２の各標章を付した自動車の内燃機関用ピストン
製造のための金型を廃棄せよ。

６　被告平塚金属は、原告に対し、2156万7943円
及びこれに対する平成27年10月29日から支払済み
まで年５分の割合による金員を支払え。

７　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
８　原告と被告平塚金属との間の訴訟費用はこれを

５分し、その２を被告平塚金属の負担とし、その
余を原告の負担とし、原告と被告山商との間の訴
訟費用はこれを３分し、その２を被告山商の負担
とし、その余を原告の負担とし、原告と被告箱崎
貿易との間の訴訟費用はこれを３分し、その２を
被告箱崎貿易の負担とし、その余を原告の負担と
する。

９　この判決は、第１項ないし第３項及び第６項に
限り、仮に執行することができる。

【事案の概要】
１　本件は、別紙商標権目録記載１及び２（以下、

それぞれ「原告商標１」及び「原告商標２」とい
い、併せて「原告各商標」という。）の商標権を有
する原告が、被告平塚金属が製造・販売・輸出し、
被告山商及び被告箱崎貿易が輸出している内燃機
関用ピストンに、被告平塚金属が別紙被告標章目
録記載１ないし３の各標章（以下、番号に応じて

「被告標章１」などといい、被告標章１ないし３を
併せて「被告各標章」という。）を付し、また、被
告らが、被告各標章を付した箱に同ピストンを収
納して、販売・輸出していると主張して、被告ら
に対し、被告各標章を付した同ピストンの販売等
の差止め並びに同ピストン、包装及びパンフレッ
ト等の廃棄を求め、併せて、被告平塚金属に対し、
同ピストンの金型の廃棄を求めるとともに、不当
利得返還請求として商標使用料相当額の一部であ
る１億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日で

ある平成27年10月29日から支払済みまで民法所定
の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める
事案である。

２　前提事実（当事者間に争いがない事実並びに文
中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定でき
る事実）

（１）　当事者
ア　原告（アート金属工業株式会社）は、昭和

20年12月28日に設立された、各種内燃機関用
ピストンの製造・販売を主たる目的とする株
式会社である。

被告平塚金属（平塚金属工業株式会社）は、
昭和33年12月６日に設立された、各種内燃機
関用ピストンの製造・販売を主たる目的とす
る株式会社である。

原告及び被告平塚金属は、いずれもＡ（以
下「Ａ」という。）を代表者として設立された
会社である。Ａは、昭和49年まで両社の代表
者を務め、同氏の死去後はその子であるＢ

（以下「Ｂ」という。）が両社の代表取締役に
就任した（乙５、６）。

イ　被告山商（株式会社山商エンタープライ
ズ）は、自動車部品の販売・輸出を主たる目
的とする株式会社である。

ウ　被告箱崎貿易（箱崎貿易株式会社）は、大
型車両用修理部品、用品の販売・輸出を主た
る目的とする株式会社である。

（２）　原告各商標と被告各標章
ア　原告は、原告各商標の商標権を有している。
イ　原告商標１及び２は、それぞれ、被告標章

１及び２と同一である（以下、これらの標章
を総称して「ＡＲＴ」といい、同各標章が付
された製品を「ＡＲＴ製品」ということがあ
る。）。

ウ　被告平塚金属が製造し、被告各標章を付し
て販売等していた内燃機関用ピストン（以下、
被告平塚金属が製造する内燃機関用ピストン
を「被告製品」という。）は、原告商標１の指
定商品である第７類の「自動車の発動機の部
品」に含まれ、また、原告商標２の指定商品
である第７類の「陸上の乗物用の動力機械の
部品」に含まれる。


